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論点No.206

点検・保修 －安全対策設備の点検・補修の考え方、管理マニュアル上の工夫－
ワーキングの詳細
はこちらから

（注）本資料は、ワーキングチームにおける論点及び検証結果を分かりやすく表現することを目的とし、できる限り平易な記載としています。

第26回ワーキング
（2024.2.14）で議論

設備の点検や補修は、社内の品質マネジ
メントシステム※に基づき、社内ルール
を定め計画的に実施していること、社内
ルールでは、点検マニュアルなどの改善
点を迅速に反映させる仕組みを構築して
いることを確認。

安全対策設備の点検や補修はどのような
考え方で行うのか。また、点検マニュアル
などを常に改善していくための仕組みは
あるのか。

○東海第二発電所の安全対策設備の保全に関する実施方針

東海第二発電所の社内ルールに基づく施設管理業務のフロー図

• 原子力発電所では、原子炉の安全確保、発電所の安全・安定運転の
ため、定期的な検査等を通じて各設備の健全性を確認

※品質マネジメントシステム
保安活動の計画、実施、評価及び改善に関し、原子力

事業者等が自らの組織の管理監督を行うための仕組み

• 東海第二発電所では、品質マネジメントシステムに基づき、定期的な
検査を含め、発電所施設全体の管理・各設備の保全に関して、社内
ルールを定めて運用している。

• 社内ルールにおいては、保全の計画〔Plan〕、保全の実施〔Do〕、
保全の結果の評価〔Check〕、不適合（社内ルールから逸脱した状態）
の管理・是正〔Action〕などにより、社長のトップマネジメントのもと、
PDCAを回しながら運用していくことで、設備の不具合や不適切な保全
プロセスの是正を行い、再発防止を図る仕組みとしている。

• このPDCAを回す活動を通じて、設備の点検内容の信頼性も高めていき、
点検内容や点検マニュアル等に改善事項を見つけた場合に、漏れなく
迅速に反映していく仕組みを構築している。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/anzen/tokaidaini_wt_kekka.html


東海第二発電所の社内ルールに基づく施設管理業務のフロー図（拡大）

施設管理の実施方針及び
施設管理目標の設定

保全対象範囲の策定

保全活動管理指標＊の設定及び
監視計画の策定

経営者の責任
品質方針

保全計画の策定
・点検計画の策定＊

・設計及び工事（補修，取替及び改
造）の計画の策定
・特別な保全計画の策定

出典：日本原子力発電株式会社 品質マネジメントシステム
「施設管理業務要項」に基づき作成，一部加筆

施設管理重要度の設定

・評価及び改善
・監視及び測定
・不適合管理
・データの分析
・改善

継続的改善
是正処置
未然防止処置

業務の計画
業務の実施

・文書管理
・記録の管理
・人的資源
（力量・認識・
教育･訓練）

・設計・開発
・調達 …等

保全の結果の確認・評価

長期施設管理方針

不適合管理，
是正処置及び
未然防止処置＊

特別な状態＊

【設備保全の範囲】

【施設管理の範囲】

【品質保証の範囲】

Plan

Do

Check
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保全活動管理指標の監視

Check

Plan

Plan

＊原子炉の長期停止期間が概ね1年間
以上となることが予想される場合

＊設備の故障回数，非
待機時間，原子炉の
スクラム・出力変動
回数等を指標とする。

＊保全を実施した設備の
不具合や不適切な保全プ
ロセスの是正を行い，更に
再発防止の対策を図る行為

Do

＊保全方法として予防保
全（時間基準保全，状
態基準保全），事後保
全から設備毎に適切な
方法を選定

＊原子炉の安全上重要な系
統等を抽出して，保全の
重要度を設定

保全の計画・実施，結果の評価・
不適合管理，保全の有効性評価等
により，PDCAを回しながら運用

施設管理の有効性評価
（定期安全レビュー含む）

保全の実施

原子炉施設の経年劣化に関する
技術的な評価

保全の有効性評価

〔保全等の計画立案〕

運転開始から一定の期間ごとに実施
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